
Ｚ 議会基本条例の必要'性Ｉ。

、 ‘

進まない議会の規定の整備
〃 、

＿､
／地方分権時代における議員や議会は、二元代表制の一翼を担う住民
代表機関として、多様な民意を吸収し､民意の調整結果を独自の政策提

案として表明することなどにより、住民自治の充実強化を推進していくこと

が期待されていますが､議会に関する規定の整備は遅れています。
し 型

、 ‘

見えにくい県議会の活動
〆 、

域自治体として、広域にわたる

務､規模や性質から市町村が処理することが

いう大切な役割を担っていますが､その役害Ｕ

らいものとなっているという指摘もあります。
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広域､連絡調整､補完…
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〔知事〕 〔県議会ﾛ

今、議会基本条例を制定し、県民に開かれ、充実した県議会
を実現する必要があります１１
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進まない議会の規定の整備

見えにくい県議会の活動



藁局、縮

神奈川県議会では、議会基本条例の制定の必要性を踏まえ、議会基本
条例等調査特別委員会を平成２０年２月２６日に設置し、１４回の委員
会を開催し、委員間討議を行ってきました。
６月２６日には骨子案を決定し、その後、県議会史上初めての議会版

パブリック・コメントを実施し、県民の皆様の御意見をお聞きするとと
もに、非交渉団体、有識者等からも意見を伺いました。
これらの意見を踏まえてさらに委員会での討議を重ね、１１月１８日

に条例案を決定し、１２月１８日の本会議で可決され、成立いたしまし
た。

ロ

向会

第□

巨会

□

会

第14回

２

(議会基本条例等調査特別委員会における検討の経過）

月日 会議等 概要

平成20年

３月１９日

第１回

委員会

･調査方法等について協議
･条例制定の必要性及び他県等の事例について議会局から報告及
び質疑
・県外調査の協議・決定

４月１０日 第２回

委員会
･他県等の議会基本条例について議会局から説明
･条例に盛り込むべき内容の考え方について各会派から説明

４月22日 第３回
委員会

･条例に盛り込むべき項目等について委員間討議
(総則．議員に関する規定、議会に関する規定）

４月23日

～25日

県外調査 [調査先］４/２３北海道栗山町議会
４/２４岩手県議会
４/２５長野県議会

５月27日 第４回
委員会

･条例に盛り込むべき項目等について委員間討議
(県民との関係、知事等との関係、議会の機能の強化、
議会改革の推進、政治倫理、補則）

６月13日 第５回
委員会

･各会派から提出された条例骨子案について委員間討議

６月26日 第６回
委員会

･正副委員長から提示された条例骨子案について委員間討議
･条例骨子案の決定
･非交渉団体からの意見聴取の決定
･参考人（学識経験者）の招致決定

･県民からの参考意見集約の実施の決定

７月３日
Ｐ￣

８月１日

県民参考
意見集約

･県議会ホームページで条例骨子案について県民参考意見の募集

７月ｇ曰 第７回
委員会

･非交渉団体からの意見聴取

８月１１日 第８回
委員会

･県民からの参考意見集約の結果について議会局から報告
･参考人（学識経験者）からの意見聴取

８月21日 第９回

委員会
自治基本条例等関連部局からの意見聴取
条例素案の検討

９月１０日 第10回

委員会

･条例素案の検討

９月29日 第１１回
委員会

･条例素案の検討

１１月５日 第１２回

委員会

･条例素案の検討・決定

１１月１８日 第13回

委員会
･条例案の検討・決定

１２月３日 第14回
委員会

･条例にかかる今後の運用等について検討



△・条例の構成

]条例の構成と考肪．の構成と考え方

、

／
、

これまでの県議会の取組や県議会の決

意、県議会が目指すこと等について記述

しています。

前文

【Ｐ５】

ノ

、〆

条例の目的、今後の県議会の取組方針

を示す基本理念について定めています。
第１章総則

IＰ６Ｉ

、 ノ

／ ､

議員の使命､役害Ｉ等について定めていま

す｡民意は議員を通じて県議会に反映される

ため､｢県議会｣の章の前に配置しました。
、 ノ

第２章議員

【Ｐ７】

ノ

、〆

県議会の使命や役割、県議会の運営、

県議会の機能強化等について定めてい

ます。

第３章県議会

【Ｐ８】

、 ノ

、

県民と県議会'二ついて定めています。県

民のための県議会であることを明確に示

すため､独立の章立てとしました。
ノ

／
、

／ 、

県議会と知事等との関係'二ついて定め

ています｡二元代表制の重要性に鑑み、

独立の章立てとしました。
、 ノ

、〆

他の県議会に関する条例との関係等に

ついて定めています。
第6章他の条例との

関係等

【Ｐ１１】
ノ、

８

条例の構成と考え方



’、

条例の構成イメージ図
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条例の構成イメージ図
















